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“税務の職場”
何でも110番
zenkokuzei@aol.com

全
国
税
は
、
職
場
で
起
こ
っ
た

問
題
を
解
決
す
る
た
め
「
税
務

の
職
場
、
何
で
も
一
一
○
番
」

を
常
時
設
置
し
て
い
ま
す
（
電

話
と
Ｆ
Ａ
Ｘ
は
上
記
の
番
号
ま

で
ど
う
ぞ
）。

◇ 全国税ホームページ ◇
http://www.kokko-net.org/zenkokuzei
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確
定
申
告
期
間

中
、
若
い
職
員

が
面
接
に
、
電

話
に
と
奮
闘
す

る
姿
見
て
い

て
、
ふ
と
気
に

な
っ
た
言
葉
が
あ
る
。
そ
れ

は
「
な
る
ほ
ど
で
す
ね
」
▼

調
べ
て
み
る
と
、
正
し
い
敬

語
の
使
い
方
で
は
な
い
よ
う

だ
。
そ
も
そ
も
、
九
州
地
方

の
方
言
が
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
で

使
用
さ
れ
た
こ
と
か
ら
広

が
っ
た
よ
う
だ
が
、
方
言
は

そ
の
地
方
で
は
受
け
入
れ
ら

れ
て
も
、
他
の
地
方
で
は
違

和
感
が
生
ま
れ
て
も
仕
方
が

な
い
▼
普
段
何
気
な
く
使
っ

て
い
る
言
葉
も
、
調
べ
る
と

実
は
間
違
っ
た
使
い
方
だ
っ

た
と
気
付
か
さ
れ
る
。
し
か

し
、
新
し
い
日
本
語
と
し
て

生
活
に
溶
け
込
ん
で
い
る
言

葉
も
数
多
い
▼
と
は
い
え
、

相
手
に
不
快
感
を
与
え
る
使

い
方
だ
け
は
避
け
た
い
と
こ

ろ
。「
保
育
所
」を「
保
健
所
」

と
言
い
間
違
え
る
、「
そ
っ

た
ら
は
ん
か
く
さ
い
」
真
似

は
し
た
く
な
い
も
の
だ
。

〈
出
題
〉
九
段
　
西
村
一
義

中
級
ク
ラ
ス

〈
ヒ
ン
ト
〉馬
の
活
用
が
ポ
イ

ン
ト
で
す
。

（
　
分
で
二
段
）

10

削減は、やはり４時受け付け締め切りがカギ
管理運営・個人課税部門の超勤規制を

　
期
限
内
の
所
得
税
の
申
告
相
談
は
終
わ
り
ま
し
た
が
、
個
人
課
税
で
は
３
月
　16

日
以
降
が
本
番
と
の
声
も
あ
り
、
管
理
運
営
部
門
を
含
め
繁
忙
期
は
ま
だ
ま
だ
続

い
て
い
ま
す
。　
一
部
、
超
勤
規
制
が
進
ん
で
い
る
署
も
あ
り
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど

の
署
は
定
時
退
庁
日
す
ら
守
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

慢
性
超
勤
は
事
務
運
営
と
人
員
配
置
に
問
題
が
あ
り
、
当
局
の
責
任
で
改
善
す
べ

き
で
す
。

近
畿
地
連
北
大
阪
支
部

支
部
紙
（
２
月
　
日
）

26

後
ろ
倒
し
の
つ
け

　
２
月
　
日
ま
で
は
送
信
件

15

数
、
提
出
枚
数
が
前
年
比
　10

％
弱
の
減
少
で
あ
る
と
の
報

告
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
２

月
　
日
か
ら
の
申
告
で
堰
を

16
切
っ
た
よ
う
に
納
税
者
が
来

署
し
ま
し
た
。
本
年
は
申
告

相
談
会
場
が
い
っ
ぱ
い
で
、

一
階
の
署
の
入
り
口
付
近
で

待
ち
人
の
列
を
作
っ
て
し

ま
っ
た
。
去
年
ま
で
は
こ
ん

な
こ
と
が
な
か
っ
た
の
に
。

東
海
地
連
尾
張
瀬
戸
分
会

分
会
紙
ね
ん
ど（
３
月
８
日
）

　
分
会
は
今
年
の
確
定
申
告

事
務
が
順
調
に
運
営
さ
れ
て

い
る
の
か
超
勤
パ
ト
を
実
施

（
２
月
　
日
、　
日
、
３
月
２

17

24

日
各
水
曜
日
）。

　
署
長
交
渉
で
は
、「
確
定

申
告
事
務
は
万
全
な
計
画
」

と
の
回
答
で
し
た
が
、
結
果

は
水
曜
日
定
時
退
庁
日
に
も

か
か
わ
ら
ず
居
残
り
が
目
立

ち
ま
す
。
個
人
課
税
部
門
は

超
勤
命
令
が
す
で
に
出
て
い

ま
す
。
管
理
運
営
部
門
は
３

月
　
日
以
降
の
徴
定
収
納
事

15
務
・
還
付
金
事
務
・
振
替
・

督
促
事
務
等
こ
れ
か
ら
が
最

繁
忙
期
と
な
り
ま
す
。

東
海
地
連
名
古
屋
中
村
分
会

分
会
紙
（
２
月
　
日
）

25

ウ
ィ
ン
ク
会
場
６
時
半

　
ウ
ィ
ン
ク
あ
い
ち
で
は
毎

日
定
時
に
は
終
了
し
て
い
ま

せ
ん
。
６
時
半
こ
ろ
だ
そ
う

で
す
。
収
支
コ
ー
ナ
ー
の
相

談
者
が
残
り
、
そ
の
対
応
で

遅
く
な
る
そ
う
で
す
。「
対

策
が
必
要
で
す
」
の
声
大
。

東
海
地
連
愛
知
支
部

支
部
紙
（
７
号
、
８
号
）

２
月
　
日
（
金
）
と
２
月
　

19

26

日
（
金
）
の
超
勤
パ
ト
ロ
ー

ル
結
果
は
左
記
の
グ
ラ
フ
の

と
お
り

関
信
地
連
発

　
関
信
地
連
で
は
、
毎
週
の

点
検
ハ
ガ
キ
活
動
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　
そ
の
項
目
の
一
つ
「
水
曜

日
、
金
曜
日
の
定
時
退
庁
は

守
ら
れ
た
か
」
は
、
確
申
期

に
入
っ
て
各
署
で
個
人
・
管

運
の
守
ら
れ
て
い
な
い
状
況

が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
埼
玉
県
南
各
署
で

は
、
申
告
相
談
後
の
処
理

で
、
管
運
、
個
人
、
資
産
部

門
に
２
時
間
の
超
勤
が
目
立

ち
ま
す
（
３
月
８
日
ま
で
の

分
）。

各
地
の
状
況

上上期発令要求基期発令要求基準準
　【税務職】　
　5級昇格　普通科54期・国専30期・56年採用以前
　4級昇格　普通科57期・国専33期
　3級昇格　普通科63期・国専・39期以前
　2級昇格　普通科68期以前
　・特研生、府省間配転者、普通科（Ⅱ）採用者……賃金格
　　付けを是正し普通科・国専採用者と同等の昇任・昇
　　格発令

 　【行（二）職】
　行（二）職の部下数制限を撤廃し、包括承認基準の級・
　号俸をみたしている者全員を昇格発令すること。
　用務員　2級　1‐77以上
　守　衛　3級　2‐57以上　2級　1‐61以上
　運転手　4級　3‐61以上　3級　2‐41以上
　交換手　3級　2‐49（数名の電話交換手直接指揮監督
　する者は2‐41）以上

　４月１日
公 明 人 事
要 求 書 提 出

　
４
月
１
日
、
全
国
税
は
、

７
月
人
事
異
動
期
に
向
け
、

人
事
・
配
転
・
再
任
用
・
非

常
勤
職
員
の
要
求
を
柱
に

「
公
正
で
明
朗
な
人
事
確
立

公正で明朗な人事の確立を求める要求書（抜粋）
一　人事要求
○　学閥・局閥特権人事、情実・派閥・金権人事、不公　
　平・不明朗な人事を根絶すること。

二　配転要求
○　配転（昇任を伴う勤務地の異動を含む転勤の総称＝以
　下、配転）の基本に関し次の要求に応えること。
(１)　一方的大量の配転をやめること。欠員補充の一形態
　である配転が、毎年サイクル的に大量かつ一方的に繰　
　り返される理由と必要性を明確に示すこと。また、配転
　する職員を選考する基準・要件を明らかにすること。
 (２)　配転について国家公務員共通の基準や運用方法を
　法令・規則化すること。その実現に向けて、政府の一員
　たる当局は、責任を持って法令・規則化を内閣および人
　事院に申し入れること。法令・規則化にあたっては、労
　働組合や職員の意見を取り入れるようあわせて申し入
　れること。

三　再任用にかかわる要求
○　任期を１年更新でなく、年金満額支給年齢までとする
　こと。

四　非常勤職員の要求
○　画一的・一方的な「雇い止め」を規制するなど、非常
　勤職員制度を抜本的に見直すこと。　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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を
求
め
る
要
求
書
」
を
各
級

機
関
か
ら
所
属
長
に
提
出
し

ま
す
。

　
要
求
書
前
文
か
ら

　
こ
れ
ま
で
「
成
績
主
義
」

の
名
の
も
と
国
税
庁
当
局
は

恣
意
的
な
人
事
運
用
を
行
っ

て
き
た
が
、
そ
の
結
果
、
中

高
年
処
遇
は
停
滞
し
、
女
性

職
員
の
昇
任
・
昇
格
格
差
は

広
が
り
、
青
年
間
差
別
も
解

消
さ
れ
ず
、
行
　
職
員
の
処

（二）

遇
も
放
置
さ
れ
た
ま
ま
で
あ

る
。
こ
れ
で
は
職
場
の
士
気

は
低
下
す
る
ば
か
り
で
、
７

月
人
事
発
令
で
は
改
善
要
求

実
現
を
求
め
る
。　

　
要
求
書
の
抜
粋

　
人
事
要
求
に
つ
い
て
は
別

表
の
基
準
を
満
た
し
た
職
員

の
処
遇
改
善
を
要
求
し
ま

す
。
配
転
要
求
や
再
任
用
に

か
か
わ
る
要
求
も
、
生
活
本

拠
地
を
尊
重
し
た
配
転
、
公

正
な
人
事
発
令
を
求
め
ま

す
。

姶 逢娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃

姶逢 娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃

確 定
申 告 期

7月定期異動に向けて
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 い
 ま
 ど
 き

確
申
期
税
務
署
事
情

【
近
畿
・
北
大
阪
支
部
紙
】

便
利
な
会
場

　
広
域
会
場
の
北
新
地
会

場
［
ち
ょ
っ
と
暗
く
て
か

な
り
寒
い
」
に
も
か
か
わ

ら
ず
な
ぜ
か
門
真
税
務
署

管
内
の
納
税
者
が
多
く
訪

れ
た
。
考
え
て
み
る
と
大

東
市
、
四
條
畷
市
か
ら
は

門
真
署
へ
行
く
よ
り
も
学

研
都
市
線
～
東
西
線
で
北

新
地
下
車
す
ぐ
と
至
便
。

同
様
に
東
成
署
に
は
天
王

寺
、
浪
速
署
に
は
南
署
管

内
の
納
税
者
が
訪
れ
て
い

る
ら
し
い
。
合
同
会
場
化

の
思
惑
よ
り
納
税
者
の
選

択
の
方
が
一
枚
も
二
枚
も

上
手
で
あ
る
。

官
用
車
の
目
標
？

年
度
末
近
く
に
な

る
と
官
用
車
の
走

行
距
離
が
問
題
に
な
る
。

目
標
に
達
し
な
い
と
減
車

の
対
象
と
な
る
か
ら
だ
。

タ
ク
シ
ー
会
社
で
は
な
い

の
だ
か
ら
走
行
距
離
で
必

要
度
を
判
断
す
る
と
い
う

の
は
如
何
な
も
の
か
。

　
官
用
車
の
予
約
は
た
い

て
い
満
杯
で
必
要
な
時
に

確
保
す
る
の
に
ひ
と
苦
労

す
る
。
む
し
ろ
増
や
し
て

ほ
し
い
く
ら
い
で
す
。

古
い
Ｐ
Ｃ

【
名
古
屋
中
村
分
会
紙
】

　
確
申
期
中
、
Ｔ
署
で
午

後
に
全
て
の
Ｐ
Ｃ
電
源
が

落
ち
て
、
大
混
乱
に
な
っ

た
と
の
こ
と
。
原
因
は
Ｐ

Ｃ
の
Ｌ
Ａ
Ｎ
接
続
の
障
害

で
、
会
場
の
職
員
や
納
税

者
は
大
変
で
し
た
。「
古
い

Ｐ
Ｃ
を
使
い
１
年
に
一
度
し

か
立
ち
上
げ
な
い
の
で
、
障

害
も
起
こ
り
や
す
い
の
で
は

な
い
か
」
と
の
職
員
の
声
。

　
無
料
相
談
会
場
で
も
Ｐ
Ｃ

の
不
具
合
で
、
半
分
の
Ｐ
Ｃ

が
立
ち
あ
が
ら
ず
大
混
乱
。

税
理
士
か
ら
も
相
談
者
か
ら

も
不
満
が
出
て
、
１
人
だ
け

派
遣
さ
れ
て
い
る
個
人
課
税

職
員
は
右
往
左
往
で
大
変
で

し
た
。
こ
の
無
料
相
談
は
、

昨
年
も
受
付
け
開
始
初
日
に

同
様
の
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
り
ま

し
た
。
古
い
パ
ソ
コ
ン
を
使

い
、
一
年
に
一
回
だ
け
の
使

用
だ
か
ら
故
障
が
起
き
や
す

い
の
で
し
ょ
う
か
？

Ｐ
Ｃ
コ
ー
ナ
ー
 

休
憩
取
れ
な
い
会
場
も
 

【
東
京
地
連
・
全
国
税
東
京
】

　
確
定
申
告
も
半
分
（
所
得

税
申
告
書
の
提
出
）
を
過
ぎ

ま
し
た
。

　
渋
谷
合
同
会
場
で
は
２
月

　
日
に
二
人
の
納
税
者
が
会

12場
内
で
倒
れ
、
救
急
車
を
要

請
す
る
事
態
が
発
生
。
立

ち
っ
放
し
の
相
談
体
制
は
、

職
員
だ
け
で
な
く
、
納
税
者

の
健
康
さ
え
危
う
く
し
て

い
ま
す
。

　
毎
年
の
よ
う
に
救
急
車

の
出
動
が
あ
る
の
に
体
制

を
変
え
な
い
の
は
、
職
員

や
納
税
者
の
生
命
を
軽
く

見
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う

か
。
重
大
な
事
故
が
起
き

た
ら
ど
う
す
る
…
…
。

　
２
月
中
か
ら
す
で
に

火
・
木
は
超
勤
３
時
間
態

勢
の
署
が
目
立
ち
ま
す
。

要
員
が
手
当
で
き
て
い
る

の
か
、
局
が
「
進
行
管
理

シ
ス
テ
ム
」
で
状
況
を
把

握
し
て
い
る
の
な
ら
し
っ

か
り
と
対
応
す
べ
き
で

す
。
モ
チ
ロ
ン
叱
咤
だ
け

で
は
困
り
ま
す
。
さ
ら
に

千
葉
県
内
で
は
、
毎
日
多

く
の
来
署
者
で
、
対
応
す

る
職
員
が
休
憩
を
と
れ
な

い
と
の
事
態
も
報
告
さ
れ

て
い
ま
す
。
当
局
は
こ
れ

ら
の
事
態
に
手
を
拱
い
て

い
る
の
で
は
な
く
、
局

は
、
す
ぐ
に
手
を
打
つ
べ

き
で
す
。

　4月15日
　　　　財務金融共同行動
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１６年４月１５日
　　　　財 務 大 臣　麻 生　太 郎　殿

　　　　　　　　　　　　　国民のための財務・金融行政を求める２０１６共同行動実行委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　実行委員長　　岡　部　勘　市 (国公労連中央執行委員長)

【参加団体】
日本国家公務員労働組合連合会、全国税労働組合、全国税関労働組合、全国金融労働組合連合会、
郵政産業労働者ユニオン、全日本年金者組合、農民運動全国連合会、全労連・全国一般東京地方本
部、全国労働組合総連合、国民大運動実行委員会、千代田区労働組合協議会、千代田区春闘共闘委
員会、千代田区労働組合総連合、特殊法人等労働組合連絡協議会、東京春闘共闘会議、東京国家公
務員・独立行政法人労働組合共闘会議、東京土建一般労働組合、全国港運海貨物流労働組合協議会、
東京靴工組合、横浜港湾労働組合協議会、政府系金融機関労働組合、全国金融産業労働組合

要　　請　　書（抜粋）

　私たち財務・金融共同行動実行委員会は、財務省や金融庁、銀行等に係わる労働組合と団体で構
成し、2016年国民春闘のなかで、それぞれの労働組合・団体が抱える要求の実現、東日本大震災と
東電福島原発事故からの住民本位の復興と生活再建、労働者・国民の生活安定を第一とした民主的
財務・金融行政と金融サービスへの転換をめざして協力・共同の運動を進めています。
財務省におかれては、国民生活の向上、いのちと健康、営業とくらしを守るための国民本位の財政
確立をはかるとともに、財務行政に関連する業界の民主化、すべての争議や差別の解決、金融被害
者の救済など、下記に掲げる要求についてすみやかな実現に努力されるよう強く要請するもので
す。

記
一　国民本位の予算について

○　社会保障・税一体改革による社会保障変質・解体、消費税増税をはじめとする個人消費に課税

対象を求める大衆課税強化を行わないこと。

二　財務行政の民主化等について

○　国民に開かれた公平で透明な財務行政を確立するために積極的に情報公開を進め、不開示情報

は極力限定すること。同時に「個人情報保護法」の厳格な運用により、国民のプライバシー保護を

徹底すること。

三　関連業界等の指導監督について

○金融分野での公務の使命を遂行するために、職員に成果や昇格を競わせる人事・給与制度はな

くすこと。

四　国税・税関の職場の民主化及び公務員の処遇改善

○全国税労働組合員・全税関労働組合員に対する差別、基本的人権を踏みにじる違法・不当な労務

政策を止めること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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今
年
は
４
月
　
日
の
金
曜

15

日
に
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
行

動
に
は
財
務
省
・
金
融
庁
・

銀
行
に
関
わ
る
官
民
の
労
働

組
合
が
結
集
し
ま
す
。

　
当
日
は
、
朝
か
ら
財
務
省

前
の
宣
伝
行
動
を
は
じ
め
、

財
務
省
副
大
臣
交
渉
や
日

銀
、
金
融
庁
、
銀
行
協
会
へ

の
要
請
行
動
な
ど
が
終
日
行

わ
れ
ま
す
。
時
々
の
争
議
団

行
動
な
ど
も
支
援
し
、
争
議

を
解
決
に
導
い
た
歴
史
も
あ

り
ま
す
。

　
こ
の
行
動
に
呼
応
し
近
畿

地
連
（
財
金
包
囲
近
畿
大
行

動
）
で
集
会
が
開
催
さ
れ
ま

す
。

　
２
月
　
日
、
国
公
労
連
の

24

会
議
室
で
行
わ
れ
た
国
公
一

般
主
催
の
「
春
闘
お
し
ゃ
べ

り
会
☆
」
に
参
加
し
て
き
ま

し
た
。

　
国
税
の
職
場
か
ら
は
、
非

常
勤
職
員
２
名
を
含
め
６
名

の
組
合
員
が
参
加
し
、
他
の

国
公
職
場
の
仲
間
と
の
交
流

を
深
め
合
い
ま
し
た
。

　
冒
頭
、
突
如
と
し
て
Ｊ
研

究
機
構
・
研
究
所
か
ら
ロ
ッ

ク
ア
ウ
ト
解
雇
を
さ
れ
、
現

在
労
働
審
判
で
闘
っ
て
い
る

Ｆ
さ
ん
か
ら
、
争
議
支
援
に

対
す
る
感
謝
の
挨
拶
か
ら
ス

タ
ー
ト
し
、
そ
の
後
約
　
分
50

間
の
学
習
会
。

　
国
公
労
連
の
顧
問
で
あ
る

今
泉
義
竜
弁
護
士
が
、「
労

働
法
制
改
悪
に
立
ち
向
か

い
、
一
人
ひ
と
り
が
大
切
に

さ
れ
る
労
働
環
境
を
」
と
題

し
て
、
先
の
通
常
国
会
の
安

保
法
案
を
巡
る
混
乱
の
中

で
、
か
け
込
み
成
立
し
た
労

働
者
派
遣
法
の
問
題
点
と
今

後
安
倍
政
権
が
狙
っ
て
い
る

労
働
基
準
法
改
悪
法
案
の
ポ

イ
ン
ト
解
説
が
あ
り
、
労
働

者
を
大
切
に
し
な
い
現
政
権

の
姿
勢
を
確
認
し
ま
し
た
。

　
学
習
会
後
、
参
加
者
の
自

己
紹
介
と
各
々
の
職
場
状
況

の
報
告
が
あ
り
、
劣
悪
な
労

働
環
境
で
働
か
さ
れ
て
い
る

実
態
が
公
務
の
ど
の
職
場
に

も
あ
る
こ
と
を
実
感
さ
せ
ら

れ
ま
し
た
。

　
そ
の
中
で
国
税
の
職
場
か

ら
参
加
し
た
非
常
勤
職
員
の

組
合
員
か
ら
は
、「
現
在
３

月
の
更
新
に
あ
た
っ
て
面
接

が
行
わ
れ
て
い
る
。
当
局
か

ら
は
、
総
務
係
長
と
管
理
運

営
部
門
の
連
調
官
が
面
接
担

当
と
し
て
出
席
し
た
が
、
連

調
官
は
横
を
向
い
た
ま
ま
書

類
を
眺
め
て
い
る
だ
け
で
私

の
目
を
一
切
見
な
か
っ
た
。

面
接
と
い
う
の
は
、
相
手
の

目
を
見
て
仕
事
に
向
か
う
や

る
気
だ
と
か
誠
実
さ
を
判
断

す
る
も
の
だ
と
思
う
が
、
こ

の
連
調
官
の
資
質
を
疑
う
。

こ
ん
な
人
に
、
更
新
の
有
無

を
判
断
し
て
欲
し
く
は
な

い
」
と
の
怒
り
の
発
言
が
あ

り
ま
し
た
。

　
い
ま
非
常
勤
職
員

の
方
々
が
い
な
け
れ

ば
、
こ
の
国
税
の
職

場
は
回
っ
て
い
か
な

い
こ
と
は
多
く
の
職

員
が
認
識
し
て
い
る

中
で
、
管
理
者
で
あ

る
連
調
官
の
中
に
ま

だ
、
こ
の
様
な
人
物

が
い
る
事
に
驚
き
を

隠
せ
ま
せ
ん
。

　
非
常
勤
職
員
の
雇

用
を
軽
ん
じ
て
い
る

春闘おしゃべり会☆

「
お
し
ゃ
べ
り
会
」
参
加
の
み
な
さ
ん

国民生活向上のための財務・金融行政の実現を

～2016春闘勝利に向けて、職場交流をしましょう～

当
局
の
姿
勢
を
暗
に
示
し
て

い
る
よ
う
な
感
が
あ
り
ま

す
。
　
　（
東
京
地
連
　
高
橋
）


